
市立一色こども園の
運営方針に関する説明会

瑞浪市健康福祉部こども家庭課

本日の説明会内容

１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境

２ 多様化する保育ニーズへの対応方針

３ 一色こども園の運営方式

４ 保護者・地域による関与等について

５ 今後の主なスケジュール

1

2



１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境

１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境
〇瑞浪市の保育施設の状況（令和７年１０月現在）

幼保連携型認定こども園 ９園（公立８園・私立１園）

私立保育園 ２園

私立小規模認可保育園 ４園 計１５園

〇私立小規模保育園の開園

令和６年度に「まんまる保育園」、令和７年度に「マカナ保育園」が

それぞれ開園し、市内の未満児保育施設が増加

〇私立保育施設の統合（令和８年４月１日～）

「中京こども園」と「中京けいめい保育園」が統合

→「中京こども園」が現在の中京けいめい保育園に移転
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１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境
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１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境

令和５年令和４年令和３年令和２年３歳以上児

７２８７５５７８６８２３人口（人）

７１８７３８７２２７４９入園者（人）

９８．６９７．７９１．９９１．０利用率（％）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

3歳以上児（3歳～5歳）の人口と入園者数

【人口】以上児（3歳～5歳） 【入園者数】以上児（3歳～5歳）

5

6



１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境

令和５年令和４年令和３年令和２年３歳未満児
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

3歳未満児（0歳～2歳）の人口と入園者数

【人口】未満児（0歳～2歳） 【入園者数】未満児（0歳～2歳）

１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境

７：３０～１８：３０まで（１日最長１１時間）
月の労働時間が１２０時間程度以上の方（目安）

保育標準時間

８：３０～１６：３０まで（１日最長８時間）
月の労働時間が６４時間以上の方（※求職活動を含む。）
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１ 瑞浪市の保育の現状・取り巻く環境
・３歳未満児（０歳児～２歳児）の入園者数・利用率増加

【考えられる要因】職場復帰の早期化、国による女性の社会進出推進などにより、

３歳未満児の入園希望者が多い状態が継続（特に市中心部）

・保育標準時間の利用率増加

【考えられる要因】就労形態の多様化(リモートワーク・フルタイムに近い短時間

勤務(6～7時間勤務))、共働き世帯の増加などにより、各家庭が

求める保育のあり方(保育時間・内容・形態等)が多様化・複雑化

【市としての対応・支援】

・保育需要に対応するため、保育部・教育部の利用定員内訳を見直し

（令和３年度）保育部７：教育部３ →（令和７年度）保育部８：教育部２

・私立小規模認可保育所の設立を支援し、受け皿の拡充を実施

２ 多様化する保育ニーズへの対応方針
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２ 多様化する保育ニーズへの対応方針

≪第７次瑞浪市総合計画≫

「共働き世帯の増加等に伴い、多様化するニーズに対応

すべく保育サービスの充実を図ります。」

→市は公平性が求められ多様化するニーズへの柔軟性△

→民間事業者のノウハウや柔軟性を活かした保育を公立

こども園の運営に取り入れ、安定的かつ継続的に質の

高い教育・保育の提供するとともに、多様化する保育

ニーズに対応可能な園運営を目指す。

２ 多様化する保育ニーズへの対応方針

地域の保育施設としての運営の将来性や、施設の民間活力導入の可能性な
どを把握することを目的に、公募により申込のあった民間事業者へ「サウ
ンディング型市場調査（個別対話）」を実施

〇実 施 期 間 ：令和７年７月２４日～３１日

〇参加事業者数：５者（公募の結果、市内３者・県内市外２者より申込）

＊全事業者が、こども園・保育園を現在運営中

〇対象とした園：毎年入園希望者が多く、特に保育ニーズが高い市中心部に

位置する公立こども園

・一色こども園

・瑞浪こども園

・みどりこども園（併設の子育て支援センター「愛モア」

の運営を含む）
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２ 多様化する保育ニーズへの対応方針
≪民間事業者との対話結果の概要（抜粋）≫

〇民間事業者が現に運営している園の給食に対する考え方（例：食育の取

組・オーガニック給食の提供等）や民間事業者ならではの保育サービス

（例：３６５日保育・水泳教室等の習い事など）の提案など

〇対話の対象とした園ごとの意見など

・一色こども園 在園児数や施設規模等から民間事業者が最も運営がしやすい。

他園より園舎の構造が込み入っており維持管理費が懸念される。

・瑞浪こども園 小学校隣接のため園と小学校の接続や連携がしやすい。

園の敷地や構造などの理由で未満児保育ができないことが難点。

・みどりこども園 在園児数(約170人)が多いため民間事業者では難しい。

子育て支援センターの運営は、民間事業者も経験がないため、

こども園と一緒に運営するのは難しい。

２ 多様化する保育ニーズへの対応方針

①「365日保育」「園で習い事」など、民間事業者ならではの柔軟な運営や

保育サービスの充実により、多様化する保育ニーズへの対応が見込まれる

②瑞浪市内外で未満児のみの園を含むこども園・保育園の運営実績がある事業者

ならば、多様化する保育ニーズに対応しつつ、３歳以上児よりも注意を必要と

する未満児保育において「安全な保育の継続実施」が見込まれる

・市中心部にある公立こども園の立地や規模等

・公立こども園として運営を継続すべき施設の検討

・民間事業者のノウハウや強みを最も発揮できる可能性のある施設

→上記の事項などを踏まえて検討した結果、市は『一色こども園』の運営に民間事業

者のノウハウ等を導入する方針とした
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３ 一色こども園の運営方式

３ 一色こども園の運営方式

（協定に記載する主な内容）

・一色こども園の土地や建物などの貸付け、譲渡などの協力に関する事項

・一色こども園で提供する教育、保育に関する事項

・協定に違反した場合の措置 など

「公私連携幼保連携型認定こども園」
＊就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３４条第１項

「瑞浪市」と運営主体となる「民間事業者」が、主に以下のような内容を記載した協定を締結し、民間
事業者は協定に基づいたこども園運営を行う。市は、締結した協定に基づいた運営がされているかを指
導監督するなど、運営に関与することができる制度。

民間事業者

（公私連携法人）
瑞浪市 岐阜県

①協定締結

②公私連携法人の指定

③園の設置届出（市経由→県）

③園の設置届出

（市経由→県）

(学校法人または社会福祉法人)
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３ 一色こども園の運営方式

私立認定こども園公私連携幼保連携型認定こども園
公立認定こども園
（現在の運営）

民間事業者
（法人であれば可）

民間事業者
（社会福祉法人・学校法人に限る）

市運営主体

市の関与なし
関与あり

（協定締結により一定程度関与）
市が運営市の関与

私有
＊市有の場合は、市と契約締結

市有の場合は、市から民間事業者へ
無償・廉価で貸付け、譲渡等が可

市有土地・建物

≪民間事業者による運営方法の比較≫

３ 一色こども園の運営方式

運営主体は瑞浪市から民間事業者へ移行されますが、締結する協定に
基づき、市が一定の関与を行います。

変わります運営主体

市の保育教諭から民間事業者の保育教諭に変わりますが、子ども達が
急な環境の変化に戸惑わないようにするため、一定期間、市の保育に
民間事業者の保育教諭が参加する形の引継ぎ保育を実施します。

変わる可能性が
あります

園で働く先生

一定期間、市の保育に民間事業者の保育教諭が参加する形の引継ぎ保
育を実施し、これまで市が築いてきた教育・保育の継承を行います。
移行後は、市との協定に基づき、民間事業者の特色を活かしつつ丁寧
な保育・教育の提供に努めるよう指導監督します。

変わる可能性が
あります

保育・教育の内容

保育料は条例等に基づき決定するため、変更はありません。
ただし、民間事業者の独自事業に係る保護者負担が別途必要になる場
合があります。

変わりません保育料

一色こども園の園舎・備品などをそのまま活用する予定です。変わりません園舎・備品など

≪公私連携で変わること≫

＊民間事業者が実施予定の保育サービス等については、運営事業者決定後に開催する説明会での説明を予定しています。
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４ 保護者・地域による関与等について

４ 保護者・地域による関与等について
①運営事業者募集条件・選定・協定内容協議

運営事業者の募集条件・選定・協定内容協議を行うため、市の附属機関として

「公私連携法人選定委員会」を設置予定（３月市議会へ条例改正上程予定）

→地域代表１名、保護者代表１名に委員就任を依頼予定。

②移行後の保育に関する三者協議会
【構成】「保護者代表」「運営事業者」「瑞浪市」の三者で構成

【目的】運営事業者へ移行後の運営方針や教育・保育目標、保護者負担等に

ついて協議・確認を行い、合意形成を図る

【設置主体】運営事業者（予定）

→保護者代表に協議会参加を依頼。（詳細は事業者選定後に決定）

③運営事業者決定後に開催する説明会
運営事業者決定後、市と共同で説明会を開催予定。

→事業者の保育・教育方針や考え方など確認・質疑（詳細は事業者選定後に決定）
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５ 今後の主なスケジュール

５ 今後の主なスケジュール

実 施 内 容時期

市立一色こども園の運営方針に関する説明会本日

運営事業者募集・選定（プロポーザル）

令和８年度

保護者説明会（事業者選定後）

協定内容協議

移行後の保育に関する三者協議会設置・開催
（保護者代表・事業者・市）＊随時開催

協定締結・公私連携法人の指定

移行期間（引継ぎ保育）令和９年度

公私連携（運営事業者）による運営開始令和１０年４月

公私連携による運営 → 私立こども園へ移行予定時期未定
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